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「競争セーフガード制度の運用に関する再意見の募集（2011 年度）」に関し、別紙の

とおり意見を提出します。 
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（別紙） 

再意見提出者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

意見提出者 該当部分 再意見 

株式会社ケ イ・

オプティコム 

（P5） 

１   指定電気通信設備制度に関する検証 

（３）禁止行為に関する検証 

２   日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 

（１）検証の対象 

 

④販売代理店を通じたＮＴＴグループの一体営業 

 

販売代理店でのＮＴＴ東西・ＮＴＴコミュニケーションズ・ＮＴＴドコモの各サー

ビスの一体的な販売活動について、これまでの競争セーフガード制度の検

証において、各事業者から多くの問題提起がされてきました。 

たとえ、販売代理店を通じてであっても、特定関係事業者やドミナント事業

者同士のサービスを一体的に販売することは、公正競争を阻害するもので

あり、そもそもＮＴＴ再編や指定電気通信設備制度の趣旨に鑑みれば許さ

れないものと考えます。 

また、「委託会社や販売代理店を介せば何でもできる」となると、県域等子

会社を通じた活動と同様に、規制の抜け道になります。 

そのため、まず、ＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモ・ＮＴＴコミュニケーションズ等、ＮＴＴ

グループ各社において、自社の販売代理店が他のＮＴＴグループ会社の販

売代理店を兼ねることを禁止する等の措置を講じるべきであります。 

また、総務省においては、当該措置の義務化や、電気通信事業法等でＮＴ

Ｔグループ各社に課せられている規制が委託会社・販売代理店においても

遵守されるよう、資本関係のない委託会社・販売代理店への管理監督義

務の明確化等を、早期に実施すべきと考えます。 

 

特に、昨今、ＮＴＴグループが資本参加する事業者が提供する放送サービ

ス（「フレッツ・テレビ」「ひかりＴＶ」）を含めた、一体的な販売活動が加速し

ており、今後も拡大していく可能性が高いと考えます。 

そもそも、放送事業への参入が許されないＮＴＴ東西自身が、放送サービ

ス（「フレッツ・テレビ」「ひかりＴＶ」）を取扱うこと自体が問題であるため、早

弊社は、ＮＴＴ東日本、西日本とは個別に家電量販店と代理店契約を締

結した上で、家電量販店を通じた営業活動について独立して実施してお

り、公正競争上の問題はないと認識しております。 

さらに、昨年度の競争セーフガード制度における検証結果において「当

該代理店の販売施策が『自己の関係事業者のサービスを排他的に組み

合わせた割引サービスの提供に該当するとの論拠は十分でない』」との考

え方が示されております。 

このような状況において、代理店の営業活動に関する追加的なルール

整備を行うことは、その合理性を欠くのみならず、弊社及び家電量販店が

行う正当な営業活動を阻害するものであることから適当ではないと考えま

す。 
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急に取扱いを禁止すると同時に、当該規制の抜け道とならないよう、販売

代理店におけるＮＴＴ東西のフレッツ光と放送サービスとのセット販売につ

いても禁止する等の措置を講じるべきと考えます。 

ソフトバンクＢＢ

株式会社 

ソフトバンクテレ

コム株式会社 

ソフトバンクモバ

イル株式会社 

（P７） 

1  指定電気通信設備制度に関する検証 

(3) 禁止行為に関する検証  

3-1） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証 

イ   禁止行為規制の運用状況に関する検証  

(3) 代理店を介した NTT グループサービスのセット販売等 

 

代理店を介した、NTT 東西殿の B フレッツとエヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社(以下、「NTT コミュニケーションズ」という。)殿の OCN 

の優先的セット販売や、NTT 東西殿のフレッツ光と NTT ドコモ殿の携帯

電話との同時加入に対する高額ポイント付与という実質的なキャッシュバ

ック等の施策について、2010 年度の本制度の考え方において、「自己の

関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供等

に当たる場合には、電気通信事業法及び共同ガイドラインに照らし、電気

通信事業法第 30 条第 3 項第 2 号及び「日本電信電話株式会社の移動

体通信業務の分離の際における公正有効競争条件」（2）に抵触する又は

潜脱するおそれがあることから、引き続き注視していく」とされています。代

理店判断によるものであっても、市場支配力を有する事業者同士のサービ

スの組み合わせることは健全な競争を阻害する要因となり得ます。事実、

FTTH 市場における NTT 東西殿のシェアが拡大しており、独占状態とな

っている現状を踏まえると、直ちにこうした行為を禁止する措置を講じる必

要があると考えます。 

ＫＤＤＩ （P9） 

1  指定電気通信設備制度に関する検証 

(3) 禁止行為に関する検証  

3-1） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証 

イ   禁止行為規制の運用状況に関する検証  

 

■家電量販店等を通じた営業活動について 

一部の家電量販店では、NTT 東・西のフレッツと NTT コミュニケーション
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ズの OCN とをセットで契約した際に高額の割引を付与している事例が引

き続き存在しますが、これは、量販店等を通じて、特定関係事業者とドミナ

ント事業者同士とのサービスをセット販売する排他的な一体営業です。 

このような営業活動は、自己の関係事業者と一体となった排他的業務に

該当するものであり、量販店等を介して禁止行為規制を潜脱する行為とい

えます。 

今回電気通信事業法改正に伴い、ＮＴＴ東・西に対しては子会社に対する

監督義務が規定されたところですが、家電量販店等の代理店は未だその

対象ではないことから、代理店に委託された内容についても調査・検証す

ることが必要であり、直ちに法改正を実施すべきと考えます。 

それまでの最低限の措置として、総務省と公正取引委員会が共同で策定

した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」に禁止行為

の具体的事例として記載するべきと考えます。 

ソフトバンクＢＢ

株式会社 

ソフトバンクテレ

コム株式会社 

ソフトバンクモバ

イル株式会社 

（P10） 

2  日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 

(1) 検証の対象 

NTT グループ内人事交流に係る実質的な一体経営 

 

NTT グループ内の人事交流については、ここ数年、グループ一体化によ

る市場支配力強化のために、日本電信電話株式会社(以下、「NTT 持株」

という。) 殿を中心として戦略的に行われている状況です（別添資料 2 参

照）。本件に関しては、これまでの検証結果において、注視事項に止まり続

けていますが、これを放置し続けることは、移動体部門の分離並びに NTT 

再編時の趣旨に反するものであり、実質的なグループ一体経営を黙認す

るものです。この問題の抜本的な解決のためには、NTT グループの持株

体制の廃止が必要と考えますが、当面の追加措置として、現行の公正競

争要件に規定されている役員兼任や在籍出向の禁止のみならず、NTT 

持株殿、NTT ドコモ殿、NTT コミュニケーションズ殿、NTT データ殿等の

NTT グループ会社間の役員等の人事異動を一律禁止する措置を講ずる

べきと考えます。 

再編成後の人事については、ＮＴＴの再編成に関する基本方針で示され

たＮＴＴ東日本・西日本と弊社との間のルールを遵守しており、公正競争上

の問題はないものと認識しております。 

なお、会社間人事異動時には役員を含めた全従業員を対象として退任・

退職（転籍）後を含めた守秘義務等の遵守に関する誓約書の提出を義務

付けるなど公正競争を確保するための取り組みを実施しており、新たな規

制を追加する必要はないものと考えます。 

 

ソフトバンクＢＢ

株式会社 

ソフトバンクテレ

コム株式会社 

（P11） 

2  日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 

(1) 検証の対象 

地域会社と長距離会社の営業業務集約 

法人営業については、お客様の利便性向上の観点から、弊社が有する

大規模／グローバルＩＣＴソリューションのノウハウを活かしてお客様に対

応するよう実施したものです。弊社はＮＴＴ東日本・西日本とは独立して営
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ソフトバンクモバ

イル株式会社 

 

毎年度弊社共が指摘している通り、NTT 東西殿と NTT コミュニケーション

ズ殿は2006 年に法人サービス提供体制見直し※12 後も、共同営業行為

（顧客の紹介・共同提案等）を継続的に行っている状況にあり、NTT 再編

時の公正競争要件（八）「長距離会社は、独立した営業部門を設置するこ

と」に反するものと考えます。また、NTT 東西殿が競争事業者と共同営業

を行うことは実質的に考えられないことを考慮すれば、本件は NTT グル

ープの排他的営業と同一の効果を及ぼすものと考えます。従って、総務省

殿においては、本件の公正競争への影響等を十分に認識して頂き、直ち

にこうした共同営業を止めるよう NTT 東西殿及び NTT コミュニケーション

ズ殿に指導して頂くことを強く希望します。 

業活動を実施しており、再編成の主旨に反するものではありません。 

 

株式会社ケ イ・

オプティコム 

（P6） 

１   指定電気通信設備制度に関する検証 

（３）禁止行為に関する検証 

２   日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 

（１）検証の対象 

⑤ＮＴＴグループのグループドミナンスの拡大 

ＮＴＴグループにおいては、指定電気通信設備制度、ＮＴＴ再編時等に係る

公正競争要件における規制を形式的にはクリアしつつも、実質的にはグル

ープ内に閉じた連携が進んでいる状況にあると認識しております。 

《事例》 ・ＮＴＴ ＩＤログインサービス（ＮＴＴドコモ・ＮＴＴコミュニケーションズ

等のＩＤ連携） 

… オープンな技術を採用しているが、名称やアイコンに「ＮＴＴ」を使用す

る等、ＮＴＴグループ色を前面に出し、実質的にＮＴＴグループ以外の会社 

が参加しにくい排他的な仕組み 

・光ポータブル（ＮＴＴ東西のモバイルＷｉＦi ルータ） 

… ＮＴＴ東日本によるレンタル開始時、ＮＴＴドコモのＳＩＭロック端末とＳＩＭ

フリー端末の２機種を投入 

・マイエリアサービス（ＮＴＴドコモのフェムトセル基地局） 

… サービス開始時、ＮＴＴ東西のフレッツ回線のみに対応 （他社回線にて

容易に対応できる仕様でない） 

・販売代理店での一体販売 

… 販売手数料等を原資に、ＮＴＴグループサービスのセット割引が可能 

このようなＮＴＴグループ内に閉じた連携は、個々の分野で保有する市場

「NTT ID ログインサービス」、「NTT ネット決済」は、認証・決済基盤を広く

オープンにコンテンツプロバイダ等にご利用いただくものであり、特定の事

業者について排他的な取り扱いを行うものではありません。 
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支配力を情報通信市場全体に拡大していくことに繋がるため、グループド

ミナンスの排除の観点から、次のような行為規制の厳正化が必要でありま

す。 

◇他事業者に先行してドミナント事業者同士のアライアンス協議を行うこと

の禁止 

◇ＮＴＴグループ内に閉じた技術仕様を採用することの禁止 

◇ＮＴＴグループ連携サービスでの「ＮＴＴ」「フレッツ」ブランドの利用の禁止

また、委託会社・販売代理店を通じた不透明なグループ連携を抑止するた

め、電気通信事業法等でＮＴＴグループ各社に課せられている規制が委託

会社・販売代理店においても遵守されるよう、資本関係のない委託会社・

販売代理店への管理監督義務の明確化等も、早期に実施すべきと考えま

す。 

ソフトバンクＢＢ

株式会社 

ソフトバンクテレ

コム株式会社 

ソフトバンクモバ

イル株式会社 

 

 

 

 

（P８） 

1  指定電気通信設備制度に関する検証 

(3) 禁止行為に関する検証  

3-1） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証 

イ   禁止行為規制の運用状況に関する検証  

 

(5) NTT ID ログインサービス・NTT ネット決済 

NTT コミュニケーションズ殿及び NTT ドコモ殿等、NTT グループのみが

連携して提供する「NTT ID ログインサービス」※7 及び「NTT ネット決済」

※8 については、サービス名称を含め、NTT グループ以外の競争事業者

とのサービス提携を想定できるものではなく、「自己の関係事業者と一体と

なった排他的業務」に該当する疑いが強いものと考えます。これらサービ

スはグループの一体化や複数の市場における市場支配力を相互強化す

ることを志向するものであり、このような連携が進んだ結果、NTT グルー

プの総合的な市場支配力がさらに強化され、公正競争の阻害が進行する

ことが強く懸念されます。総務省殿においては、排他的業務の該当性等、

当該サービスの検証を十分に行い、公正な競争環境を確保するために必

要な措置を講じて頂くことを希望します。 

ＫＤＤＩ （P10） 

1  指定電気通信設備制度に関する検証 

(3) 禁止行為に関する検証  

3-1） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証 
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イ   禁止行為規制の運用状況に関する検証  

 

■ＮＴＴ東・西／ＮＴＴドコモの市場支配力の上位レイヤーへの行使、当該

市場支配力を起点としたグループドミナンスの行使（ＮＴＴ ＩＤログインサー

ビス、ＮＴＴネット決済等） 

禁止行為規制の対象であるＮＴＴドコモが、ＮＴＴグループ内の自己の関係

事業者のみ（ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴレゾナント）と連携してシング

ルサインオンや一括請求のようなサービスを提供することは、形式的には

他社にもオープンになっているものの、競合領域の多いライバル企業との

組み合わせはビジネス上あり得ないため、禁止行為に定める自己の関係

事業者と一体となった排他的業務であるといえます。 

さらに、ＮＴＴ東・西のサービスが対象に加わった場合には、加入電話をレ

バレッジとしたグループドミナンスが行使され、公正競争がより一層阻害さ

れるおそれがあると考えます。 

本事案はグループドミナンスに起因する問題であり、「持株体制下にあるＮ

ＴＴグループ全体としての市場支配力」を検証することが必要です。そのた

めには、ボトルネック設備に起因するものに加え、シェア、顧客基盤、調達

力、技術力、販売力、信用力、ブランド力、広告宣伝力、資本関係といった

ＮＴＴグループの総合的な市場支配力に基づくルールの導入を直ちに実施

すべきと考えます。 

それまでの最低限の措置として、総務省と公正取引委員会が共同で策定

した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」に禁止行為

の具体的事例として記載するべきと考えます。 

ソフトバンクＢＢ

株式会社 

ソフトバンクテレ

コム株式会社 

ソフトバンクモバ

イル株式会社 

（P14） 

3 その他 

NTT コミュニケーションズ殿による NTT 東西殿顧客情報の保持 

 

NTT コミュニケーションズ殿が NTT 再編時に承継した顧客情報等を利用

し、弊社共の個人ユーザに対して「プラチナ・ライン」等の自社サービスへ

の勧誘を行っているとのユーザからの申告が依然として上がって来ていま

す。再編時の顧客情報の承継が、サービスの継続的提供のために必要な

措置であったとしても、マイライン制度の導入後、中継事業者として NTT 

コミュニケーションズ殿を一切利用しないユーザも存在したはずであり、そ

うした利用者の顧客情報は廃棄されるべきと考えます。しかしながら、弊社

弊社は、顧客情報の保持についてはＮＴＴの再編成に関する基本方針

で示されたＮＴＴ東日本・西日本と弊社との間のルールを遵守しておりま

す。 

また、弊社アウトバンド営業は、再編後に弊社サービスのご利用実績が

あるお客様に対して実施しているものであり、ご利用実績のないお客様に

対して NTT 再編時に取得した加入者情報を利用したアウトバウンド営業を

行っているという事実はありません。 
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共への申告事例等を見ると、再編時に承継した顧客情報であることを理由

に、NTT コミュニケーションズ殿が現在もそれらの顧客情報を保有し、ア

ウトバウンド営業等に活用しているものと想定され、こうした不公正な営業

活動を直ちに禁止すべきと考えます。 

このような状況は、電気通信事業法第 30 条第 3 項第 2 号及び NTT 東

西殿からの情報提供についての同等性確保を定める「NTT の承継に関す

る基本方針」（九）に抵触する可能性のあるものであり、総務省殿において

は、こうした顧客情報の保有・利用の実態について再度詳細な調査を行っ

て頂き、NTT コミュニケーションズ殿における不公正な営業活動を直ちに

禁止するよう厳しく指導して頂きたいと考えます。 

 


